
－ 3 －

北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例案

議案第 ３ 号

　　　北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

　北海道職員等の退職手当に関する条例（昭和28年北海道条例第149号）の一部

を次のように改正する。

　第10条第８項及び第９項第１号中「知事」を「任命権者」に改め、同項中第３

号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。

　⑵　その者が次のいずれかに該当する場合

　　ア　特定退職者であって、雇用保険法第24条の２第１項各号に掲げる者に相

当する者として知事が定める者のいずれかに該当し、かつ、任命権者が同

項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定

法（昭和22年法律第141号）第４条第４項に規定する職業指導を行うこと

が適当であると認めたもの

　　イ　雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就

職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者に相当す

る者として知事が定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項

に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

　第10条第10項第１号中「知事」を「任命権者」に改め、同項第５号中「公共職

業安定所」の次に「、職業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共団体若し

くは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者」を加え、「知事」を「任命権

者」に改める。

　附則に次の１項を加える。

41　平成34年３月31日以前に退職した職員に対する第10条第９項の規定の適用に

ついては、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第５条」

と、同項第２号中「イ　雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定

める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２号に掲げ

る者に相当する者として知事が定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規

定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第
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４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは

　「イ　雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就

　　ウ　特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に

　職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者

　居住し、かつ、任命権者が同法第24条の２第１項に規定する指導基準に照らし

　として知事が定める者に該当し、かつ、任命権者が同項に規定する指導基準に

　て再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導

　照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職

　を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。）

　業指導を行うことが適当であると認めたもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第10項第５号の改正規

定（「知事」を「任命権者」に改める部分を除く。）及び附則第４項の規定

は、平成30年１月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改正前

の北海道職員等の退職手当に関する条例第10条第８項、第９項第１号又は第10

項第１号若しくは第５号の規定により知事がした指示は、施行日以後において

は、それぞれこの条例による改正後の北海道職員等の退職手当に関する条例

（以下「新条例」という。）第10条第８項、第９項第１号又は第10項第１号若

しくは第５号の規定により任命権者がした指示とみなす。

３　新条例第10条第９項（第２号に係る部分に限り、新条例附則第41項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、退職職員（退職した北海道

職員等の退職手当に関する条例第２条第１項に規定する職員（同条第２項の規

定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）であって北海道

職員等の退職手当に関する条例第10条第１項第２号に規定する所定給付日数か

ら同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の

例により雇用保険法（昭和49年法律第116号）の規定を適用した場合における



－ 5 －

その者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第２項の退

職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

４　退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第14

号）第４条の規定による改正後の職業安定法（昭和22年法律第141号）（以下

「改正後職業安定法」という。）第４条第８項に規定する特定地方公共団体又

は改正後職業安定法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に

就いたものに対する新条例第10条第10項（第５号に係る部分に限り、北海道職

員等の退職手当に関する条例第10条第11項において準用する場合を含む。）の

規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第１項ただし書

に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

説　　明

　　雇用保険法の改正により災害等による離職者の失業等給付の給付日数を延長

する措置が創設されたこと等に伴い、職員の退職手当について必要な措置を講

ずることとするため、この条例を制定しようとするものである。
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北海道税条例等の一部を改正する条例案議案第 ４ 号

　　　北海道税条例等の一部を改正する条例

　（北海道税条例の一部改正）

第１条　北海道税条例（昭和25年北海道条例第56号）の一部を次のように改正す

る。

　　第24条の２第１項第２号中「第23条第１項第９号」を「第23条第１項第10

号」に改める。

　　第25条の２中「のいずれかに掲げる者」を「に掲げる者のいずれか」に改め

る。

　　第26条第１項中「100分の４」の次に「（所得割の納税義務者が地方自治法

第252条の19第１項の市（次条及び第26条の３において「指定都市」という。）

の区域内に住所を有する場合には、100分の２）」を加える。

　　第26条の２第１号中「100分の２」の次に「（当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、100分の１）」を加え、同号ア中「において

は」を「には」に改め、同号アの表アの項及びイの項中「控除対象配偶者」を

「同一生計配偶者」に改め、同表カの項ａ中「５万円」の次に「（当該納税義

務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には４万

円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下であ

る場合には２万円）」を加え、同項ｂ中「第34条第１項第10号」を「第34条第

１項第10号イ」に改め、「10万円」の次に「（当該納税義務者の前年の合計所

得金額が900万円を超え950万円以下である場合には６万円、当該納税義務者の

前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には３万円）」

を加え、同表キの項中「で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるも

の」を削り、「者を除く」を「ものを除き、前年の合計所得金額が1,000万円

以下であるものに限る」に改め、同項ａ中「５万円」の次に「（当該納税義務

者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には４万円、

当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場

合には２万円）」を加え、同項ｂ中「３万円」の次に「（当該納税義務者の前

年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には２万円、当該納
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税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には

１万円）」を加え、同条第２号中「100分の２」の次に「（当該納税義務者が

指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の１）」を加え、同号ア中

「においては」を「には」に改める。

　　第26条の３第１項中「100分の４」の次に「（当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、100分の２）」を加え、「にあっては」を「に

は」に、「その者」を「当該納税義務者」に改め、同項第２号中「第７条の17

各号に掲げる」を「で定める」に改め、同条第２項中「５分の２」の次に「（当

該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、５分の１）」を加

える。

　　第43条の４の２第１項中「国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て

（租税特別措置法」の次に「第40条の３の３第１項又は」を加え、「）をした

場合（事業を行う個人が租税条約の規定に基づき当該個人に係る」を「以下こ

の項において同じ。）をした場合又は」に、「又は」を「若しくは」に改め、

「（租税特別措置法第40条の３の３第１項の規定の適用がある場合の申立てに

限る。）」を削り、「を含む。）には」を「には」に、「当該申立て」を「こ

れらの申立て」に、「同条第12項第１号（租税特別措置法」を「同法第40条の

３の３第12項第１号（同法」に、「第35条の４の２第１項各号に掲げる場合に

あっては、同項に規定する」を「で定める場合には、政令で定める」に改め、

同条第２項中「第35条の４の２第２項に規定する」を「で定める」に改める。

　　第44条の２第２項中「においては、当該家屋に」を「には、当該家屋に」

に、「第36条の２の２に規定する」を「で定める」に、「場合は」を「場合に

は」に、「行われた日において家屋の取得がなされた」を「行われた日におい

て家屋の取得があった」に改め、同項ただし書中「においては」を「には」

に、「なされた」を「あった」に改め、同条第３項中「においては」を「に

は」に改め、同条第４項中「の専有部分」を「に規定する専有部分（以下この

項から第６項までにおいて「専有部分」という。）」に、「においては」を「に

は」に、「一棟の建物」を「家屋」に、「共用部分」を「同法第２条第４項に規

定する共用部分（次項及び第６項において「共用部分」という。）」に、「に規

定する計算の例によって算定して得られる」を「の規定の例により算定した」
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に、「程度等」を「程度その他総務省令で定める事項」に、「第７条の３第１項

及び第２項」を「第７条の３第２項及び第３項」に改め、「区分所有者」の次

に「（同法第２条第２項に規定する区分所有者をいう。次項及び第６項におい

て同じ。）」を加え、「第15条の３第２項の規定」を「で定めるところ」に、

「次項」を「第６項」に、「によってあん分して」を「により按分して」に改

め、同条第11項中「によって」を「により」に、「又は」を「、又は」に、「第

36条の２の３に規定する」を「で定める」に、「がされた」を「があった」に改

め、同項を同条第12項とし、同条第10項中「によって」を「により」に改め、

同項を同条第11項とし、同条第９項中「第７項」を「第８項」に改め、同項を

同条第10項とし、同条第８項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第

９項とし、同条第７項中「によって」を「により」に改め、同項を同条第８項

とし、同条第６項中「この条」を「この項から第９項まで」に改め、同項を同

条第７項とし、同条第５項中「建物の区分所有等に関する法律第２条第４項

の」を削り、「においては」を「には」に改め、「同条第２項の」を削り、「同

法」を「建物の区分所有等に関する法律」に、「に規定する計算の例によって

算定して得られる」を「の規定の例により算定した」に、「によってあん分し

て」を「（居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があった場合には、

前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部

分の床面積の合計に対する割合）により按分して」に改め、同項を同条第６項

とし、同条第４項の次に次の１項を加える。

　５　建築基準法（昭和25年法律第201号）第20条第１項第１号に規定する建築

物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該

専有部分の個数が２個以上のもの（以下この項及び次項において「居住用超

高層建築物」という。）において、専有部分の取得があった場合には、前項

の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物（建物の区

分所有等に関する法律第４条第２項の規定により共用部分とされた附属の建

物を含む。）の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号

に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床

面積の合計に対する割合（専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他総

務省令で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて
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総務省令第７条の３の２第２項において準用する総務省令第７条の３第２項

及び第３項に定めるところにより当該割合を補正した割合（当該居住用超高

層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その

他総務省令で定める事項の差違に応じて協議して定めた補正の方法を申し出

た場合において、知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、

当該補正の方法による割合又は当該居住用超高層建築物に係る固定資産税に

ついて総務省令で定めるところにより市町村長が当該補正の方法によること

が適当と認めるものがある場合において、知事が必要と認めるときは、当該

補正の方法による割合）。次項において同じ。）により按分して得た額に相

当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。

　　⑴　人の居住の用に供する専有部分　当該専有部分の床面積（当該専有部分

に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第３条に規定する一部

共用部分（附属の建物であるものを除く。）で床面積を有するものを所有

する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第２項及び第３項

の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。以下この項において同

じ。）を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を

勘案して総務省令第７条の３の２第３項に定めるところにより補正した当

該専有部分の床面積（当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該

居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正

の方法（当該補正を行わないこととするものを含む。）を申し出た場合に

おいて、知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、当該補

正の方法により補正した当該専有部分の床面積又は当該居住用超高層建築

物に係る固定資産税について総務省令で定めるところにより市町村長が当

該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合において、知事が

必要と認めるときは、当該補正の方法により補正した当該専有部分の床面

積）

　　⑵　前号に掲げるもの以外の専有部分　当該専有部分の床面積

　　第44条の10第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「第44

条の２第９項」を「第44条の２第10項」に改める。

　　第44条の10の２第１項中「第７条の７に規定する」を「で定める」に、「法
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第73条の14第１項」を「同条第１項」に改め、同条第５項中「第44条の２第９

項」を「第44条の２第10項」に改める。

　　第44条の10の３第１項中「第39条の４に規定する」を「で定める」に、「第

39条の規定」を「で定めるところ」に改め、同条第５項中「第44条の２第９

項」を「第44条の２第10項」に改める。

　　第44条の10の４第５項及び第44条の10の５第５項中「第44条の２第９項」を

「第44条の２第10項」に改める。

　　第44条の10の６第１項中「第39条の５に規定する」及び「第39条の６に規定

する」を「で定める」に改め、同条第５項中「第44条の２第９項」を「第44条

の２第10項」に改める。

　　第44条の10の７第１項中「第39条の７に規定する」を「で定める」に改め、

同条第５項中「第44条の２第９項」を「第44条の２第10項」に改める。

　　第121条第１項中「対し」を「ついて」に改め、同項第２号及び第４号中「控

除対象配偶者又は同項第８号」を「同一生計配偶者又は同項第９号」に改め

る。　

　　附則第５条第１項第１号中「100分の1.2」の次に「（当該納税義務者が地方

自治法第252条の19第１項の市（以下「指定都市」という。）の区域内に住所

を有する場合には、100分の0.56）」を、「100分の0.6」の次に「（当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.28）」を加え、

同項第２号中「100分の0.6」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に

住所を有する場合には、100分の0.28）」を、「100分の0.3」の次に「（当該納

税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.14）」を加

え、同項第３号中「100分の0.3」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、100分の0.14）」を、「100分の0.15」の次に「（当

該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.07）」

を加える。

　　附則第５条の４第１項第２号ウ中「第10条の５の３」を「第10条の５の４」

に改め、同条第３項中「附則第２条の３に規定する」を「で定める」に改め

る。　

　　附則第５条の４の２第１項中「５分の２」の次に「（当該納税義務者が指定
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都市の区域内に住所を有する場合には、５分の１）」を、「100分の２」の次

に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の

１）」を、「３万9,000円」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に住

所を有する場合には、１万9,500円）」を加え、同条第２項第２号中「によっ

て」を「により」に改め、同条第４項中「ときは、」を「場合における」に改

め、「100分の2.8」と」の次に「、「100分の１」とあるのは「100分の1.4」

と」を、「５万4,600円」と」の次に「、「１万9,500円」とあるのは「２万

7,300円」と」を加える。

　　附則第５条の５中「５分の２」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域

内に住所を有する場合には、５分の１）」を加える。

　　附則第６条第１項中「附則第５条第１項に規定する」を「で定める」に改

め、同条第２項第１号中「100分の0.6」の次に「（当該納税義務者が指定都市

の区域内に住所を有する場合には、100分の0.3）」を加える。

　　附則第８条の２の２第２項中「ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、附則第８条の２の４第１項第３号に掲げる自動車

に該当するものを除く。次項から第８項まで及び同条第１項から第５項までに

おいて同じ。）（車両総重量（道路運送車両法第40条第３号に規定する車両総

重量をいう。次項から第８項まで及び附則第８条の２の４において同じ。）が

2.5トン以下のバス又はトラックであって、次のいずれにも該当するもので総

務省令で定めるものに限る」を「次に掲げる自動車（第47条第１項の自動車を

いう。以下この条から附則第８条の２の５までにおいて同じ」に、「（同法」

を「（道路運送車両法」に、「平成30年３月31日」を「平成31年３月31日」に

改め、同項各号を次のように改める。

　　⑴　次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自

動車をいい、附則第８条の２の４第１項第３号に掲げる自動車に該当する

ものを除く。次項から第８項まで及び同条第１項から第５項までにおいて

同じ。）

　　　ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

　　　　ア　次のいずれかに該当すること。

　　　　　ａ 　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用
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されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は

公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下この項及び次項第２

号並びに附則第８条の２の４第１項第２号において「排出ガス保安

基準」という。）で総務省令で定めるもの（以下この条及び同項第

４号において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

　　　　　ｂ 　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以降に適用

されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で

定めるもの（以下この条及び附則第８条の２の４第１項から第５項

までにおいて「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

　　　　イ 　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）

第80条第１号イに規定するエネルギー消費効率（以下この条及び附則

第８条の２の４第１項から第５項までにおいて「エネルギー消費効

率」という。）が総務省令で定めるエネルギー消費効率（以下この号

及び附則第８条の２の４第１項第５号において「基準エネルギー消費

効率」という。）であって平成32年度以降の各年度において適用され

るべきものとして定められたもの（以下この条及び同項第４号から第

６号までにおいて「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。）

に100分の130を乗じて得た数値以上であること。

　　　イ 　車両総重量（道路運送車両法第40条第３号に規定する車両総重量をい

う。次項から第８項まで及び附則第８条の２の４において同じ。）が2.5

トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総

務省令で定めるもの

　　　　ア　次のいずれかに該当すること。

　　　　　ａ 　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排

出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２

分の１を超えないこと。
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　　　　　ｂ 　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排

出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４

分の１を超えないこと。

　　　　イ 　エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であって平成27年度

以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの（次

項から第８項まで及び附則第８条の２の４第１項において「平成27年

度基準エネルギー消費効率」という。）に100分の120を乗じて得た数

値以上であること。

　　⑵　石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車を

いい、附則第８条の２の４第１項第３号に掲げる自動車に該当するものを

除く。以下この条及び附則第８条の２の４第１項から第５項までにおいて

同じ。）のうち、次のいずれにも該当する乗用車で総務省令で定めるもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

　　　　ア 　道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用さ

れるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定める

もの（以下この条及び附則第８条の２の４第１項第６号において「平

成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の２分の１を超えないこと。

　　　　イ 　道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以降に適用さ

れるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定める

もの（以下この条及び附則第８条の２の４第１項第６号において「平

成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

　　　イ 　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の

130を乗じて得た数値以上であること。

　　附則第８条の２の２第３項中「（第47条第１項の自動車をいう。以下この条

から附則第８条の２の５までにおいて同じ。）」を削り、「平成30年３月31日」

を「平成31年３月31日」に改め、同条第４項中「平成30年３月31日」を「平成
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31年３月31日」に改め、同項第１号アイを次のように改める。

　　　　イ 　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分

の120を乗じて得た数値以上であること。

　　附則第８条の２の２第４項第２号中「（液化石油ガスを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、附則第８条の２の４第１項第３号に掲げる自動車に

該当するものを除く。第６項第２号及び第８項第２号並びに同条において同

じ。）」を削り、同号アア及びイを次のように改める。

　　　　ア 　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の

１を超えないこと。

　　　　イ 　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の

１を超えないこと。

　　附則第８条の２の２第５項から第８項までの規定中「平成30年３月31日」を

「平成31年３月31日」に改め、同項第１号アイを次のように改める。

　　　　イ 　エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であ

ること。

　　附則第８条の２の４第１項中「平成30年３月31日」を「平成31年３月31日」

に改め、同項第４号アイ中「100分の130」を「100分の140」に改め、同項第５

号アウ中「100分の195」を「100分の210」に改め、同項第６号イ中「100分の

130」を「100分の140」に改め、同条第２項中「平成30年３月31日」を「平成

31年３月31日」に改め、同項第１号中「附則第８条の２の２第２項」を「附則

第８条の２の２第２項第１号」に改め、同項第２号を次のように改める。

　　⑵　次に掲げるガソリン自動車（平成22年度基準エネルギー消費効率算定自

動車に限る。）

　　　ア　乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

　　　　ア　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

　　　　イ 　窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素

酸化物の値の４分の１を超えないこと。

　　　　ウ 　エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分
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の195を乗じて得た数値以上であること。

　　　イ 　車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当す

るもので総務省令で定めるもの

　　　　ア　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

　　　　イ 　窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素

酸化物の値の４分の１を超えないこと。

　　　　ウ 　エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分

の150を乗じて得た数値以上であること。

　　附則第８条の２の４第２項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の

１号を加える。

　　⑶　附則第８条の２の２第２項第２号に掲げる石油ガス自動車

　　附則第８条の２の４第３項から第５項までの規定中「平成30年３月31日」を

「平成31年３月31日」に改め、同項第２号アウ中「100分の138」を「100分の

150」に改める。

　　附則第９条の４の３第１項中「附則第16条の２の11第１項に規定する」を

「で定める」に改め、「100分の２」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区

域内に住所を有する場合には、100分の１）」を加える。

　　附則第９条の５第１項中「附則第16条の３第１項に規定する」を「で定め

る」に改め、同項第１号中「100分の4.8」の次に「（当該納税義務者が指定

都市の区域内に住所を有する場合には、100分の2.4）」を加え、同項第２号中

「附則第16条の３第２項に規定する」を「で定める」に改め、同条第２項中

「附則第13条に規定する」を「で定める」に改める。

　　附則第10条第１項中「100分の２」の次に「（当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、100分の１）」を加える。

　　附則第10条の２第１項第１号中「100分の1.6」の次に「（当該納税義務者が

指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.8）」を加え、同項第２

号ア中「32万円」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有す

る場合には、16万円）」を加え、同号イ中「100分の２」の次に「（当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の１）」を加える。

　　附則第10条の３第１項第１号中「100分の1.6」の次に「（当該納税義務者が
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指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の0.8）」を加え、同項第２

号ア中「96万円」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有す

る場合には、48万円）」を加え、同号イ中「100分の２」の次に「（当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の１）」を加える。

　　附則第11条第１項中「100分の3.6」の次に「（当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、100分の1.8）」を加え、同条第３項中「附則

第14条に規定する」を「で定める」に、「、「100分の２」を「「100分の２」

と、「100分の1.8」とあるのは「100分の１」に改め、同条第４項第１号中「に

よって」を「において」に改める。

　　附則第12条第１項中「附則第18条第１項に規定する」を「で定める」に改

め、「100分の２」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有す

る場合には、100分の１）」を加える。

　　附則第12条の２第１項中「附則第18条の２第１項に規定する」を「で定め

る」に改め、「100分の２」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に住

所を有する場合には、100分の１）」を加える。

　　附則第12条の２の３第１項中「附則第18条の６の３第１項に規定する」を

「で定める」に改め、同条第２項中「、未成年者口座」を「、同条第５項第３

号に規定する非課税管理勘定（以下この項において「非課税管理勘定」とい

う。）又は同条第５項第４号に規定する継続管理勘定（以下この項において

「継続管理勘定」という。）」に、「附則第18条の６の３第２項に規定する」

を「で定める」に、「同法第37条の14の２第４項第１号」を「同条第４項第１

号」に改め、「の払出しがあった」の次に「非課税管理勘定又は継続管理勘定

が設けられている」を加え、「の取得をした」を「を取得した」に改める。

　　附則第12条の２の４第２項中「第37条の14第５項第１号」を「第37条の14第

１項」に改める。

　　附則第12条の３第１項中「附則第18条の７第１項に規定する」を「で定め

る」に改め、「100分の２」の次に「（当該納税義務者が指定都市の区域内に住

所を有する場合には、100分の１）」を加える。

　　附則第12条の５第３項中「100分の2.8」と」の次に「、「100分の１」とあ

るのは「100分の1.4」と」を、「５万4,600円」と」の次に「、「１万9,500円」
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とあるのは「２万7,300円」と」を加える。

　（北海道税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　北海道税条例等の一部を改正する条例（平成29年北海道条例第９号）の

一部を次のように改正する。

　　第２条のうち、北海道税条例附則第８条の４の改正規定中「総務省令附則第

５条第１項に規定する」、「同条第２項に規定する」、「同条第３項に規定す

る」、 「同条第４項に規定する」及び「総務省令附則第５条第５項に規定する」

を「総務省令で定める」に改め、同条例附則第13条を削る改正規定中「附則第

13条」を「附則第８条の５及び第13条」に改める。

　　附則第９項を附則第10項とし、附則第８項の次に次の１項を加える。

　　（特定地域等における道税の課税の特例に関する条例の一部改正）

　９　特定地域等における道税の課税の特例に関する条例（昭和60年北海道条例

第７号）の一部を次のように改正する。

　　　附則第２項中「北海道税条例」を「北海道税条例等の一部を改正する条例

（平成29年北海道条例第９号）附則第４項の規定によりなお従前の例による

こととされた同条例第２条の規定による改正前の北海道税条例」に改め、同

項の表を次のように改める。

第19条 又は第43条の２

第１項第１号

及び北海道税条例等の一部を改正する条例（平成

29年北海道条例第９号）第２条の規定による改正

前の北海道税条例附則第13条の規定により読み替

えて適用される北海道税条例（第23条及び第27条

において「読替え後の税条例」という。）第39条

第19条、第23条

及び第27条

これらの規定 同条

第23条 又は第43条の２

第１項第１号

及び読替え後の税条例第39条

第27条 又は第43条の２

第１項

及び読替え後の税条例第39条

　　　附　則
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　（施行期日）

１　この条例は、平成30年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

　⑴　第２条の規定　公布の日

　⑵　第１条中北海道税条例第44条の２及び第44条の10から第44条の10の７まで

の改正規定並びに同条例附則第８条の２の２及び第８条の２の４の改正規定

並びに附則第５項及び第６項の規定　平成30年４月１日

　⑶　第１条中北海道税条例第24条の２第１項第２号、第25条の２、第26条の２

第１号アの表及び第121条第１項の改正規定並びに同条例附則第12条の２の

３及び第12条の２の４第２項の改正規定並びに附則第３項の規定　平成31年

１月１日

　（経過措置）

２　次項に定めるものを除き、第１条の規定による改正後の北海道税条例（以下

「新条例」という。）の規定中個人の道民税に関する部分は、平成30年度以後

の年度分の個人の道民税について適用し、平成29年度分までの個人の道民税に

ついては、なお従前の例による。

３　新条例第26条の２（第１号アの表に係る部分に限る。）の規定は、平成31年

度以後の年度分の個人の道民税について適用し、平成30年度分までの個人の道

民税については、なお従前の例による。

４　新条例第43条の４の２第１項の規定は、この条例の施行の日以後に同項の申

請が行われる場合について適用する。

５　新条例第44条の２第５項及び第６項の規定は、平成29年４月１日以後に新築

された同条第５項に規定する居住用超高層建築物（建物の区分所有等に関する

法律（昭和37年法律第69号）第４条第２項の規定により同法第２条第４項に規

定する共用部分（以下この項において「共用部分」という。）とされた附属の

建物を含む。）（同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する

専有部分（同法第２条第３項に規定する専有部分をいう。以下この項において

同じ。）を有するものを除く。）の専有部分等（専有部分及び共用部分をいう。

以下この項において同じ。）の附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日以後

の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月１日前に新築され



－ 19－

た第１条の規定による改正前の北海道税条例第44条の２第４項の一棟の建物

（同法第４条第２項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下こ

の項において「特定家屋」という。）の専有部分等の取得、同日以後に新築さ

れた特定家屋（同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専

有部分を有するものに限る。）の専有部分等の取得及び同日以後に新築された

特定家屋（同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部

分を有するものを除く。）の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取

得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

６　新条例附則第８条の２の２及び第８条の２の４の規定は、附則第１項第２号

に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に

ついて適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税について

は、なお従前の例による。

説　　明

　　地方税法の改正に伴い、個人の道民税、自動車取得税等について所要の改正

を行うこととし、併せて規定の整備を行うため、この条例を制定しようとする

ものである。
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特定地域等における道税の課税の特例に関する条

例の一部を改正する条例案

議案第 ５ 号

　　　特定地域等における道税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例

　特定地域等における道税の課税の特例に関する条例（昭和60年北海道条例第７

号）の一部を次のように改正する。

　第７条、第９条及び第10条中「情報通信技術利用事業」を「農林水産物等販売

業」に改める。

　　　附　則

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　この条例による改正後の特定地域等における道税の課税の特例に関する条例

第７条、第９条及び第10条の規定中農林水産物等販売業に係る部分は、平成29

年４月１日以後に当該事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る

課税免除について適用し、同日前にこの条例による改正前の特定地域等におけ

る道税の課税の特例に関する条例第７条に規定する情報通信技術利用事業の用

に供する設備を新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税及び道固

定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

説　　明

　　過疎地域自立促進特別措置法の改正に鑑み、過疎地域における事業税等の課

税免除の対象業種について農林水産物等販売業の追加等を行うこととするた

め、この条例を制定しようとするものである。
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北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例の一

部を改正する条例案

議案第 ６ 号

　　　北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例の一部を改正する条例

　北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例（昭和57年北海道条例第21号）の

一部を次のように改正する。

　第２条第１項第４号中「よる学資金」を「よる学資貸与金」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

説　　明

　　独立行政法人日本学生支援機構法の改正に伴い、規定の整備を行うため、こ

の条例を制定しようとするものである。
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北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例案

議案第 ７ 号

　　　北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

　北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例（平成12年北海道条例第８

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の２の項中「札幌市、」及び「（⑴、⑵、⑷から⒂まで、⒄及び⒆に

掲げる事務にあっては、函館市、小市及び旭川市に限る。）」を削る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

説　　明

　　地方自治法施行令の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定し

ようとするものである。
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北海道障害児通所給付費等不服審査会の設置等に

関する条例の一部を改正する条例案

議案第 ８ 号

　　　北海道障害児通所給付費等不服審査会の設置等に関する条例の一部を改正

する条例

　北海道障害児通所給付費等不服審査会の設置等に関する条例（平成24年北海道

条例第11号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「第44条の８」を「第44条の７」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

説　　明

　　児童福祉法施行令の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定し

ようとするものである。
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租税特別措置法施行令の一部改正に伴う関係条例

の整理に関する条例案

議案第 ９ 号

　　　租税特別措置法施行令の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

　次に掲げる条例の規定中「第25条の４第16項」を「第25条の４第17項」に改め

る。

⑴　北海道建設部手数料条例（平成12年北海道条例第23号）別表第１の67の項

⑵　北海道建設部の事務処理の特例に関する条例（平成12年北海道条例第24号）

別表第１の７の２の項⑶

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

説　　明

　　租税特別措置法施行令の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制

定しようとするものである。



－ 25－

北海道建設部手数料条例の一部を改正する条例案議案第 10 号

　　　北海道建設部手数料条例の一部を改正する条例

　北海道建設部手数料条例（平成12年北海道条例第23号）の一部を次のように改

正する。

　別表第１の62の３の項中「第11条」を「第10条」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

説　　明

　　宅地建物取引業者営業保証金規則の改正に伴い、規定の整備を行うため、こ

の条例を制定しようとするものである。
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